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１．はじめに 
 日本の賃金・所得に地域間格差があり、その差異が近年においても縮小していないことは、

最低賃金や雇用者への現金支給額を観察することによって知ることができる1。こうした格

差をもたらす原因は、賃金・所得の上昇率における地域間の差異であるが、そうした差異を

生む要因には様々なものが考えられる。地域におけるイノベーションが生産性を高め、賃

金・所得を変化させることはその一つであろう。特に、近年の ICT の発展は経済活動のイ

ンフラストラクチャーとして産業、企業の活動に影響を与えている。ICT におけるイノベー

ションの成果が経済活動に利用される程度の違いが賃金・所得の上昇の差異を生む可能性

がある。ICT が賃金・所得を上昇させる効果の有無を検証することは、雇用政策や地域産業

政策に少なからず示唆を与えるであろう。 
賃金・所得の上昇に地域間格差が存在すること及び ICT の経済活動への浸透度が地域間

で差異があることは、注目に値する。この論文では、両者から、情報通信インフラが賃金・

所得の変化にどのような影響をたらすかを検証する。 
次節では、地域間の所得格差が存在することを、課税所得額の地域間比較によって確認す

る。第 3 節では、情報通信産業の集約度の差異が地域間の賃金の差異を生むことを示す仮

説を提示する。第 4 節では、情報通信産業が賃金格差をもたらすか否かを推計するための

簡潔な理論モデルを提示し、実証分析の方法と推計結果を示す。第 5 節では、要約及び残さ

れた課題を記述する。 
 

２．地域間所得格差 
最初に、賃金・所得の地域間格差の有無に関して観察しておきたい。競争的な労働市場に

おいては、労働所得は労働の限界生産物価値を反映して決定される。地域間で労働移動が完

全であるならば、所得水準の低い地域で働く労働力は所得水準の高いところに移動し、所得

は平準化する。しかし、労働力の地域間移動が不十分であれば、生産性が地域間で均一でな

い限り、労働所得は地域間で異なる。 
就業者 1 人当たりの課税対象所得を労働所得の代理変数として取り上げ、地域間格差が

                                                   
* この研究の一部は、科学研究費補助金「国際貿易における企業の異質性と労働に関する

理論的・実証的研究」(16H03620)の支援を得て行われている。 
1 若杉隆平(2020)を参照。 
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存在するか否かを観察しよう。図 1 は、2005，2010，2015 年における都道府県別の就業者

21 人当たりの課税対象所得3をあらわしたものである。2015 年における就業者 1 人当たり

所得では東京が 1 位の 485 万円（2015 年）である一方、47 位の青森県は 213 万円であり、

大きな地域間格差が見られる。 
 

------------------------------------------- 
図 1 

------------------------------------------- 
 
３．賃金の地域間格差と情報通信イノベーション: 仮説 
各地域の就業者所得は、多種類の就業者の所得の平均値であるため、業種毎に異なる付加

価値生産を有する産業がどのように構成され、就業構造を形成しているかによって差異が

生ずる。ある時点における賃金水準に地域間格差が見られるとすれば、地域間での就業構造

の違いを反映したものと考えることができる。一方、地域内にあるインフラや技術水準が他

地域と異なるとすれば、産業横断的に労働生産性、すなわち労働者の所得の地域間格差を生

む原因となりうる。 
時間的経過において地域間で賃金上昇に差異が生じ、賃金格差が拡大する場合、その原因

として、地域固有の要因と地域横断的な要因がある。ある期間に地域の産業構造や就業構造

がそれぞれ固有の変化をした結果、生産性は変化し、賃金・所得水準も変化するだろう。他

方、地域固有の産業構造や就業構造の変化を取り除いたとしても、地域内の就業者の労働生

産性に横断的に影響を与えるイノベーションが発生し、そうしたイノベーションの発生が

地域間で異なっているならば。賃金・所得に地域間格差が生ずることが考えられる。 
情報通信産業は経済活動を支える重要なインフラストラクチャーと見做すことができる。

近年の情報通信産業の成長は産業横断的にイノベーションを生み、就業者の労働生産性を

高める効果を有していることが知られている。情報通信産業は経済活動を支える重要なイ

ンフラストラクチャーと見做すことができる。ある地域の情報インフラストラクチャーが

他方の地域よりも優れて整備されるならば、インフラストラクチャーの整備された地域の

労働生産性は他方よりも高くなり、両地域間で賃金・所得水準に格差が生まれるであろう。 
地域間で情報通信産業の発展に差異があるとすれば、地域間での労働生産性と賃金に格

差をもたらす要因となることが想定される。 
推計にあたり、地域間での賃金・所得格差と情報産業の集約度の差異を概観しておく。図

２では、2015 年時点における 47 都道府県の就業者の課税所得と情報通信業集約度（「情報

通信業従事者数/全就業者数」によって示される比率）をプロットしている。横軸が就業者

                                                   
2 国勢調査による。 
3 総務省自治税務局『市町村税課税状況調査』による。 



3 
 

１人当たりの課税所得額、縦軸が各地域の情報通信業集約度を示している4。情報通信業の

集約度の高さが業種横断的に所得の上昇をもたらし、賃金格差を生む要因となっているこ

とが予想される。 
 

------------------------------------------- 
図 2 

------------------------------------------- 
 

4．情報産業インフラの賃金格差への影響：推計と結果 
(1) モデル 
ここで、t 期における地域(j)における産業(i)の付加価値額(Yi,j,t)及び労働の限界生産物価

値（wi,j,t＝賃金）を以下の(1)式、(2)式によりあらわす。 
 
(1)  , , = , ( , ,  , , , , , , )   
 

(2)  , , = , ( , ,  , , , , , , )
, ,    

 
ここで、w は賃金、K は資本、L は労働、M は中間投入財、Hj,t は j 地域の産業に横断的

に影響を与える情報通信産業の集約度を示す。 
次に、就業構造に変化がない場合、すなわち H 以外の経済条件に変化がない場合を(3)式

のように , を一定として表示する。 
 

(3)   , = ,  , , , ,
,     

 
地域 j における情報通信業の発達がその地域で産業横断的に就業者の労働生産性を高め、

賃金を高めることを以下の(4)式であらわす。すなわち、賃金（ , ,  労働の限界生産物価値）

は、情報通信業(Hj)の集約度の高さがもたらす成果（ ）を反映して、上昇（あるいは下

落）するものと想定することができる。 
 

(4)  , = ,    
 

                                                   
4 図２では課税所得を用いているが、都道府県毎に公表される最低賃金を用いた場合にお

いても同様の傾向が見られる。 
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ここで、 > 0,  , = ,  , , , ,
,    とする。 

 
以下では、地域間の賃金格差を用いて「情報通信業の発達が産業横断的に就業者の労働生

産性を高め、賃金を高める」ことを実証的に検証する。 
図 2 では、所得の地域間格差を示す指標として課税所得を用いたが、課税所得には、労働

賃金だけでなく資本収益も含まれる可能性を排除できない。情報産業集約度の差異が賃金

の地域間格差をもたらすか否かを分析するためには、資本収益を取り除く必要があること

から、各地域の賃金水準を示す指標として課税所得に代えて最低賃金を用いる。 
具体的には、地域間の最低賃金の差異を非説明変数とし、地域間の情報通信業の発展の格

差を、情報通信業集約度（「情報通信業従事者数/全就業者数」によって示される比率）によ

って代理変数とし、この変数を説明変数として、地域の賃金上昇に違いをもたらしているか

を検証する。 
 
(2) 推計方法と結果 
(a) プールデータによる推計 
まず始めに(5)式によりプールデータによる推計を試みる。 

 
(5)  , = + , + , + , + ,     
 
ここで j=1, 2,⋯,47、t=2005, 2010, 2015  
 

, は j 地域における t 時点の最低賃金、 , は j 地域における t 時点の情報通信

業集約度とする。また , 、 , はそれぞれの時点において 1，それ以外では０の値と

なるダミー変数であり、地域横断的なマクロ経済変化をコントロールする。 
推計に用いるデータは、2005 年、2010 年、2015 年での最低賃金法に基づき公表される

都道府県別最低賃金、情報通信業集約度として、国勢調査による都道府県別の全就業者数に

対する当該地域における情報通信業従事者数の比率を用いる。 
推計結果を表 1 の OLS (Pooled Data)の欄で示す。情報通信業集約度の係数は有意水準

1%で正であることから、情報通信業集約度の高まりが最低賃金に対して有意に正の影響を

もたらすことを示している。 
 

------------------------------------------- 
表 1 

------------------------------------------- 
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(b) 固定効果モデルによる推計 
  (5)式によるプールデータでの推計では、地域特有の要因がコントロールされておらず、

情報通信集約度がそれらの地域特有の要因を代理している可能性を排除しないため、情報

通信集約度の効果が過大に推計されている可能性がある。そうした各都道府県固有の要因

をコントロールし、情報産業集約度の効果を明らかにするために、(6)式の固定効果モデル

により推計を行う。 
 
(6)  , = + , + , + , + + ,     
 
ここで は時間の経過によって変化しない j 地域固有の要因を示す。 
推計結果を表 1 の Fixed Effects Model (Panel Data)の欄で示す。 
固定効果モデルによる推計においても、情報通信集約度の高まりが最低賃金に与えるイ

ンパクト（推計係数）は正で大きく、帰無仮説が 1％水準で棄却され、有意であることが示

される。この結果は、各都道府県固有の要因を制御した後において、情報通信集約度の高ま

りが最低賃金の上昇に対して有意に正の影響をもたらすことを示している。 
 

５．むすび 
都道府県間には所得・賃金に格差が見られ、これまで格差を拡大してきた要因にはいくつ

かのものが想定される。この論文では、近年発展の著しい情報通信業が、それぞれの地域の

経済活動に対して産業横断的に技術革新をもたらし、その結果、地域の所得・賃金の上昇に

影響を与え、地域間賃金の差異を生む可能性のあることを実証分析により明らかにした。 
情報通信産業の存在が労働賃金に正の影響を与えることを示す分析結果は、各地域にお

ける経済発展、所得・賃金の拡大を目的とした政策の中で、各地域における情報通信インフ

ラの発展が無視できないものであることを示している。 
なお、本論文での固定効果モデルにおいては、地域特殊的要因をコントロールするものの、

賃金の地域間格差をもたらす地域共通的要因として他にどのようなものが残されているか

についての検証を行っていない。情報通信インフラが地域間の賃金格差を生む要因となる

ことは明らかにされたが、他にも地域間賃金格差をもたらす要因があることを排除しない

ことに留意しておきたい。 
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 表１ 
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付表 
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